
 
 

愛知県重症外傷センターへの傷病者の搬送ルール（案） 

 

１ 愛知県重症外傷センター 

 

指定病院名（住所）を記載 

 

 

２ 運用開始日 

 令和７年 月 日（ ） 

 

３ 運用する地域 

  愛知県内全域 

 

４ 搬送ルール 

①  消防機関は、「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」の「重症度・緊急度

が高い外傷」のうち、ショック症状を伴うロード＆ゴー症例（以下「対象傷病者」

という。）について、「医療機関リスト４」の「外傷対応医療機関」の中から搬送時

間が短い対応可能な医療機関を優先し受入れを要請するが、当該医療機関が受入れ

不能であった場合、愛知県重症外傷センターに受入れを要請することができる。 

②  消防機関が愛知県重症外傷センターに対象傷病者の受入れを要請する場合、重症

外傷センター対象症例である旨を伝達する。 

③  愛知県重症外傷センターは、消防機関から上記の要請があった場合、原則として

対象傷病者の受入れを行うものとする。ただし、多重事故等による対象傷病者同時

多数受入が困難な場合は、この限りではない。 

④  消防機関は、対象傷病者の搬送先等について、愛知県重症外傷センターに助言を

求めることができる。 

 

５ 留意事項 

①  各消防本部は、愛知県重症外傷センターのうち搬送時間の短い病院を優先して選

び、対象傷病者を搬送してください。 

②  愛知県重症外傷センターは、消防本部から対象傷病者の受入れ要請があった場合

に必ず当該患者を受け入れるよう依頼しております。ただし、多重事故等による対

象傷病者同時多数受入が困難な場合を除きます。 

③  「４ 搬送ルール」の①の場合、愛知県重症外傷センターが対象傷病者の受入れ

を断ることがないよう、救急隊が指定病院に対して「重症外傷センターの対象症例

です」と伝達してください。 

④  愛知県重症外傷センターへの搬送については、ドクターヘリの活用も考慮してく

ださい。 
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